
期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  平成２９年１１月３０日 

 

                                           総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第２７号 

 

期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成１７年総社市規則第３５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，総社市職員給与条例（平成１７年総社市条例第４１号。

以下「給与条例」という。）第２６条第６項及び第３２条の規定に基づき，

職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。 

（期末手当の支給を受ける職員） 

第２条 給与条例第２６条第１項前段の規定により期末手当の支給を受け

る職員は，同項に規定するそれぞれの基準日（以下「基準日」という。）

に在職する職員のうち，次の各号に掲げる職員以外の職員とする。 

 (１)～(５) 略 

 (６) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以

下「育児休業法」という。）第２条の規定により育児休業をしている職

員（以下「育児休業職員」という。）のうち，総社市職員の育児休業等

に関する条例（平成１７年総社市条例第３１号。以下「育児休業条例」

という。）第７条第１項に規定する職員以外の職員 

 

（加算を受ける職員及び加算割合） 

第８条 給与条例第２６条第５項の規則で定めるものは，別表第１の職員の

項に掲げる職員とする。 

２ 給与条例第２６条第５項の規則で定める職員の区分は，別表第１の職員

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は，総社市職員給与条例（平成１７年総社市条例第４１号。

以下「給与条例」という。）第２６条第５項及び第３１条の規定に基づき，

職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （期末手当の支給を受ける職員） 

第２条 給与条例第２６条第１項前段の規定により期末手当の支給を受け

る職員は，同項に規定するそれぞれの基準日（以下「基準日」という。）

に在職する職員のうち，次の各号に掲げる職員以外の職員とする。 

 (１)～(５) 略 

 (６) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以

下「育児休業法」という。）第２条の規定により育児休業をしている職

員（以下「育児休業職員」という。）のうち，総社市職員の育児休業等

に関する条例（平成１７年総社市条例第３１号。以下「育児休業条例」

という。）第５条の２第１項に規定する職員以外の職員 

 

 （加算を受ける職員及び加算割合） 

第８条 給与条例第２６条第４項の規則で定めるものは，別表第１の職員の

項に掲げる職員とする。 

２ 給与条例第２６条第４項の規則で定める職員の区分は，別表第１の職員



改 正 後 改 正 前 

の項に掲げる職員の区分とし，同項の１００分の２０を超えない範囲内で

規則で定める割合は，当該区分に対応する同表の加算割合の項に定める割

合とする。 

（勤勉手当の支給を受ける職員） 

第９条 給与条例第２７条第１項前段の規定により勤勉手当の支給を受け

る職員は，同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち，次の

各号に掲げる職員以外の職員とする。 

 (１)及び(２) 略 

 (３) 育児休業職員のうち，育児休業条例第７条第２項に規定する職員以外

の職員 

 

（勤勉手当の支給割合） 

第１１条 給与条例第２７条第２項に規定する割合は，次条に規定する職員

の勤務期間による割合（以下「期間率」という。）に第１５条に規定する

職員の勤務成績による割合（以下「成績率」という。）を乗じて得た割合

とする。 

 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第１３条 略 

２ 前項の期間の算定については，次に掲げる期間を除算する。 

 (１)～(６) 略 

 (７) 育児休業法第１９条第１項の規定による部分休業の承認を受けて１

日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が９０日を超える場合

には，その勤務しなかった期間 

 (８) 略 

 

（勤勉手当の成績率） 

第１５条 成績率は，次の各号に掲げる職員の区分に応じて，当該各号に掲

げる割合の範囲内で，任命権者が定めるものとする。 

(１) 地公法第２８条の４第１項，第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員（次号において「再任

用職員」という。）以外の職員 １００分の３０以上１００分の９５以

下 

の項に掲げる職員の区分とし，同項の１００分の２０を超えない範囲内で

規則で定める割合は，当該区分に対応する同表の加算割合の項に定める割

合とする。 

 （勤勉手当の支給を受ける職員） 

第９条 給与条例第２７条第１項前段の規定により勤勉手当の支給を受け

る職員は，同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち，次の

各号に掲げる職員以外の職員とする。 

 (１)及び(２) 略 

 (３) 育児休業職員のうち，育児休業条例第５条の２第２項に規定する職員

以外の職員 

 

 （勤勉手当の支給割合） 

第１１条 給与条例第２７条第２項に規定する割合は，次条に規定する職員

の勤務期間による割合（以下「期間率」という。）に第５条に規定する職

員の勤務成績による割合（以下「成績率」という。）を乗じて得た割合と

する。 

 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第１３条 略 

２ 前項の期間の算定については，次に掲げる期間を除算する。 

 (１)～(６) 略 

 (７) 育児休業法第９条第１項の規定による部分休業の承認を受けて１日

の勤務時間の一部について勤務しなかった日が９０日を超える場合に

は，その勤務しなかった期間 

 (８) 略 

 

 （勤勉手当の成績率） 

第１５条 成績率は，次の各号に掲げる職員の区分に応じて，当該各号に掲

げる割合の範囲内で，任命権者が定めるものとする。 

(１) 地公法第２８条の４第１項，第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員（次号において「再任

用職員」という。）以外の職員 １００分の３０以上１００分の９０以

下 



改 正 後 改 正 前 

(２) 再任用職員 １００分の４５以下 

  

(２) 再任用職員 １００分の４２．５以下 

  

 

附 則 

 この規則は，平成２９年１２月１日から施行する。 

 


